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「緑の募金」の家庭募金の募金方法を変更します
問農林課 農林係　☎ 92-7945

　日頃より、基山町の緑化活動及び「緑の募金」運動に対してご理解とご協力をいただきありがとうございます。「緑の募金」
につきましては、今まで家庭募金の取りまとめを各区に依頼しておりましたが、今後は各区に取りまとめの依頼を行わず、
募金される方ご自身で募金箱へ募金していただく方法等へと変更いたします。引き続き「緑の募金」運動に対してご理解
とご協力をお願いいたします。

▽募金箱設置場所　基山町役場 2 階 農林課

「緑の募金」は、地域における緑化や森林づくり等の活動を助成して
おり、実施者を募集しています
問農林課 農林係　☎ 92-7945

　この助成事業は、地域に密着した特色のある森林づくりや緑づくり、県産材の利用を促進することを目的としています。

問税務課 住民税係　☎ 92-7918

●税務署からのお知らせ　4月は 20 歳未満飲酒防止強調月間です

　20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
　20歳未満の者がお酒を飲むと、脳の発達などに悪影響を及ぼし、健全な成長を妨げるのみならず、アルコール依存
症になるおそれがあります。
　令和 4年 4月から民法の成年年齢は 18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は 20歳のまま維持され
ています。

お酒は二十歳になってから

▽応募資格　　　町内で継続的に活動しているボランティア団体、自治会、老人会、子どもクラブ、企業ボランティア等
▽活動内容　　　広葉樹の植樹、人工林の枝打ち、間伐、侵入竹の除去、間伐材を利用した木工教室、森林づくりや緑化
　　　　　　　　の推進等
▽助成対象経費　外部講師や指導者への謝金及び旅費、資料の印刷代、刈払機替刃、事務用品、機械の賃借料、苗木等
　　　　　　　　助成金額の上限等詳しい内容については農林課にお問い合わせください。
▽応募締切　　　5月 9日（金）
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